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6. 食品製造業における外国人材の受入れ



6-1. 在留外国人の在留資格・国籍・地域別内訳（令和７年６月末）
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在留外国人数（総数） ３７６万８，９７７人＞雇用班

出典：出入国在留管理庁HP「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

国籍•地域別在留資格別

中国

873,286人
23.2%

ベトナム

634,361人

16.8%

韓国

409,238人
10.9%

フィリピン

341,518人
9.1%

ネパール

233,043人
6.2%

ブラジル

211,907人

5.6%

インドネシア

199,824人

5.3%

ミャンマー

134,574人

3.6%

台湾

70,147人
1.9%

米国

66,111人

1.8%

その他

594,968人
15.8%

永住者

918,116人

24.4 %

技能実習
456,595人
12.1 %

技術・人文知識・

国際業務

418,706人

11.1 %

留学
402,134人
10.7%

家族滞在
305,598人

8.1 %

特定技能
284,466人

7.5%

特別永住者

274,023人

7.3 %

定住者

223,411人

5.9 %

日本人の配偶者等

150,896人

4.0 %

特定活動

95,508人

2.5 %

その他

239,524人
6.4%



6-2. 特定技能と技能実習の制度比較
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＞雇用班

出典：出入国在留管理庁HP「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

技能実習（団体監理型） 特定技能（１号）

関係法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
／出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法

在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」

在留期間
技能実習１号：１年以内、技能実習２号：２年以内、

技能実習３号：２年以内（合計で最長５年）
通算５年

外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要

入国時の試験
なし

（介護職種のみ入国時N４レベルの日本語能力要件あり）
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認

（技能実習２号を良好に修了した者は試験等免除）

送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし

監理団体

あり
（非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を
行う。主務大臣による許可制）

なし

支援機関 なし
あり

（個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確
保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制）

外国人と受入れ機
関のマッチング

通常監理団体と送出機関を通して行われる
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて
採用することが可能

受入れ機関の
人数枠

常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし（介護分野、建設分野を除く）

活動内容

技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従
事する活動（１号）
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動（２号、３
号） （非専門的・技術的分野）

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
（専門的・技術的分野）

転籍・転職
原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、２号から３
号への移行時は転籍可能

同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務
区分間において転職可能



○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能１号」及び「特定技能２号」を創設（平成３１年４月から実施）

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数： ３３３，１２３人（令和７年６月末現在、速報値）

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数：  ３，０７３人（令和７年６月末現在、速報値） 

6-3. 特定技能制度の概要（在留資格について）
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＞雇用班

特定技能１号のポイント

特定技能２号のポイント

【就労が認められる在留資格の技能水準】

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

１年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について

指定する期間ごとの更新（通算で上限５年まで）

試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

試験（Ｎ４等）で確認（技能実習２号修了者は免除）
※介護、自動車運送業（タクシー・バス）及び鉄道（運輸係 
員）分野は別途要件あり

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

３年、１年又は６か月ごとの更新（更新回数に制限なし）

試験等での確認なし（漁業及び外食業分野（N3）を除

く。）
要件を満たせば可能（配偶者、子）

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

試験等で確認

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

専
門
的
・
技
術
的
分
野

非
専
門
的
・

非
技
術
的
分
野

「技能実習」

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「高度専門職（１号・２号）」
「介護」
「教授」 等

特定技能以外の在留資格 特定技能の在留資格

「特定技能１号」

「特定技能２号」

（１６分野）
特定産業分野：介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、

 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
（赤字は特定技能１号・２号でも受入れ可。黒字は特定技能１号のみで受入れ可。）

出典：出入国在留管理庁HP「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」



6-4. 特定技能１号の対象分野及び業務区分一覧
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＞雇用班

※１

※２

※２

※２

※２

※１

出典：出入国在留管理庁HP「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

分野

１ 人手 不足 状況 ２ 人 材基 準 ３ そ の 他重 要事項

受入 れ見込 数
（５年間の 上限
）

技能 試験 日本 語試験 従事す る業務
雇用
形態

厚
労
省

介護 1 3 5 , 0 0 0人 介護 技能評 価試験

国際交流 基金日本語基礎テ ス ト又は
日本 語能 力試 験（N４以上）

(上記に加えて )介護日本語評価試験

・ 身体介護 等（利用者の 心身の 状況に応じ た入 浴、食事、 排せつ の介助 等）のほ か、 これに付随す
る支援 業務（レ クリエーショ ンの実施、機能訓練の補助等）

(注 )訪問系サ ービスは対象外
〔１ 業 務区分 〕

直接

ビルクリー ニン グ 3 7 , 0 0 0人
ビル クリーニ ン グ分野特定
技能１号 評価試験

国際交流 基金日本語基礎テ ス ト又は
日本 語能 力試 験（N４以上）

・ 建築物内部の 清掃
〔１ 業 務区分 〕

直接

経
産
省

工業 製品製 造業 1 7 3 , 3 0 0人
製造 分野特定 技能１
号評 価試験

・ 機械金属加工 ・ 電気電子機器組立て ・ 金属表面処理 ・ 紙器 ・段ボ ール箱製造

・ コンク リート製品製造 ・ RPF製造 ・ 陶磁器製品製造 ・ 印刷 ・ 製本 ・ 紡織製品製造 ・ 縫製
〔 1 0業務 区分 〕

直接

国
交
省

建設 8 0 , 0 0 0人
建設 分野特定 技能１
号評価 試験等

・土木
・建築

・ライフ ライン・設備 〔３ 業 務区分 〕

直接

造船・ 舶用工業 3 6 , 0 0 0人
造船・ 舶用工業 分野特
定技能１ 号試験等

・造船
・ 舶用機械

・ 舶用電気電子 機器 〔３ 業 務区分 〕

直接

自動 車整備 1 0 , 0 0 0人
自動 車整 備分野 特定技
能１号評 価試験等 ・ 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務

〔１ 業 務区分 〕
直接

航空 4 , 4 0 0人
航空 分野特定 技能１
号評 価試験

・空港グラン ドハン ドリング（地上走行 支援業務、手荷 物・ 貨物取扱業務等 ）
・ 航空機整 備（機体、 装備品等 の整備業 務等）

〔２ 業務区分 〕

直接

宿泊 2 3 , 0 0 0人
宿泊 分野特定 技能１
号評 価試験 ・宿泊施設における フロント、企画・ 広報、接客及び レス トランサービス等の宿泊サービスの提供

〔１ 業 務区分 〕

直接

自動 車運送 業 2 4 , 5 0 0人
自動 車運 送業分 野特定
技能１号 評価試験等

国際交流 基金日本語基礎テ ス ト又は
日本 語能 力試 験（N４以上）
※ 「従事す る業務 」の うち 、青字 につ い
ては日 本語能力 試験（N３以上）

・ト ラ ッ ク運転者
・ タ クシー運転者
・ バス運転者 〔３ 業務区分 〕

直接

鉄道 3 , 8 0 0人
鉄道 分野特定 技能１
号評価 試験等

・ 軌道整備 ・ 電気設備 整備 ・ 車両整備
・ 車 両製 造 ・ 運輸係員 （駅係員、車 掌、運転士）

〔５ 業 務区分 〕

直接

農
水
省

農業 7 8 , 0 0 0人 １号農業 技能測定試験

国際交流 基金日本語基礎テ ス ト又は
日本 語能 力試 験（N４以上）

・ 耕種農業 全般（栽培管理 、農産物の 集出荷・ 選別等）
・ 畜産農業 全般（飼養管理 、畜産物の 集出荷・ 選別等）

〔２ 業 務区分 〕

直接

派遣

漁業 1 7 , 0 0 0人 １号漁業 技能測定試験

・ 漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の 探索、漁具 ・ 漁労機械の操作、水産動植物の 採捕、漁 獲
物の 処理・ 保蔵、 安全衛生 の確保等 ）

・ 養殖業（養殖資材の製作・補修 ・ 管理、養殖水産動植物の 育成管理、 養殖水産動植物の収獲

（穫）・処理 、安全 衛生 の 確保 等） 〔２ 業 務区 分 〕

直接

派遣

飲食 料品
製造業 1 3 9 , 0 0 0人

飲食 料品 製造業 特定技
能１号技 能測定試験 ・ 飲食料品 製造業全般 （飲食 料品 （酒類を除 く ）の製造 ・加工、 安全衛生の確保

） 〔１ 業務区分 〕

直接

外食業 5 3 , 0 0 0人
外食 業特定技 能１号
技能測 定試験 ・ 外食業全 般（飲食物調 理、接客、 店舗管理）

〔１ 業 務区分 〕
直接

林業 1 , 0 0 0人 林業 技能測 定試験 ・ 林業（育林、 素材生産 等）
〔１ 業 務区分 〕

直接

木材 産業 5 , 0 0 0人
木材 産業特定 技能１
号測 定試験 ・ 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

〔１ 業務区分 〕
直接



出典：出入国在留管理庁提供データを基に農林水産省で作成

＞雇用班

6-5. 特定技能制度について（運用状況）
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○特定技能在留外国人数は、令和７年６月末時点（速報値）で、特定技能１号 33万3,123名、特定技能２号 3,073名。
 そのうち飲食料品製造業分野は全分野中で最多の84,892人（特定技能１号及び２号の合計）。
○令和11年３月末までに13万9,000人の受入れを見込んでいる。

■特定技能外国人数（全分野合計） 特定技能1号外国人数

特定技能２号外国人数

分野 人数

介護 54,916

ビルクリーニング 7,418

工業製品製造業 51,063

建設 43,599

造船・舶用工業 10,645

自動車整備 3,747

航空 1,818

宿泊 1,265

自動車運送業 10

鉄道 21

農業 34,935

漁業 3,842

飲食料品製造業 84,071

外食業 35,771

林業 0

木材産業 2

分野 人数

ビルクリーニング 5

工業製品製造業 410

建設 561

造船・舶用工業 146

自動車整備 73

航空 0

宿泊 17

農業 519

漁業 11

飲食料品製造業 821

外食業 510
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6-6. 育成就労制度の概要
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＞雇用班
更新済

出典：出入国在留管理庁HP 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律



6-7. 育成就労制度のイメージ（特定技能制度との関係性について）
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＞雇用班

出典：出入国在留管理庁HP 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律


